
○山鹿市地域づくり推進補助金交付要綱 

平成２１年６月２２日 

告示第８９号 

改正 平成２７年３月３１日告示第３１号 

平成２７年５月１３日告示第９１号 

平成３０年３月２９日告示第７０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、個性豊かな地域づくりを推進するため、住民等が主体的に取り組む

地域づくり活動に対する補助金の交付に関し、山鹿市補助金等交付規則（平成１７年山

鹿市規則第５３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。 

(1) 地域づくりを目的として活動する特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体で５

人以上で構成されるものが行う地域づくりに関する事業 

(2) 自治会（同一地域に居住する者が地域生活の向上を図り、及び共同事業を包括的に

行うために作る自治組織をいう。以下同じ。）又は複数の自治会により組織された団

体が行う個性豊かな地域づくりを推進するための地域づくり計画の策定に関する事業 

(3) 前号に規定する地域づくり計画のうち市長の認定を受けた地域づくり計画に基づ

く事業 

（補助対象経費等） 

第３条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費のうち、次に掲げる

経費を除いた経費とし、補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとする。 

(1) 団体の事務所等の維持管理に係る経費 

(2) 団体の運営に係る経費 

(3) 団体の会議等に係る食糧費 

(4) 団体の構成員に対する人件費 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、市長が定める日までに、地域づくり推

進補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（平２７告示９１・一部改正） 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交

付を決定し、申請者にその旨を通知する。 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後３０日を経過した日又は当該決定



を受けた日の属する年度の末日までのうちいずれか早い日までに、地域づくり推進補助

金実績報告書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

(1) 事業実績書 

(2) 収支決算書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年６月２２日から施行する。 

（平２７告示３１・旧第１項・一部改正） 

附 則（平成２７年３月３１日告示第３１号） 

この要綱は、平成２７年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２７年５月１３日告示第９１号） 

この要綱は、平成２７年５月１３日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２９日告示第７０号） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。


